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(57)【要約】
　クーポン（１９）をカラー（１４）に適合させる方法
および供給ユニット（２８）であって、カラー（１４）
の第１の壁（１６；１７）上にクーポン（１９）を配置
すること、クーポン（１９）を第１の壁（１６；１７）
上に配置する前に、第１の壁（１６；１７）に対して上
昇した位置にカラー（１４）の保持タブ（２０）を折り
曲げること、およびクーポン（１９）を第１の壁（１６
；１７）上に配置した後に、第１の壁（１６；１７）に
対してクーポン（１９）を把持することによってクーポ
ン（１９）をカラー（１４）に固定するために、保持タ
ブ（２０）をカラー（１４）に向かって折り曲げること
を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
クーポン（１９）をカラー（１４）に取り付けるための供給方法であって、該供給方法が
、前記カラー（１４）の第１の壁（１６；１７）上に前記クーポン（１９）を配置する工
程を含み、前記供給方法が、
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記カラー（１
４）の少なくとも１つの保持タブ（２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して立ち上
がった位置に折り曲げる工程、および
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置した後に、前記第１の壁（
１６；１７）に対して前記クーポン（１９）を把持することによって、前記クーポン（１
９）を前記カラー（１４）に固定するために、前記保持タブ（２０）を前記カラー（１４
）に向かって折り曲げる工程
をさらに備えることを特徴とする供給方法。
【請求項２】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、第１の折り曲げ
操作を用いて、前記保持タブ（２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°折り
曲げる工程、および
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記第１の折り
曲げ操作に続き、第１の折り曲げ操作とは別の第２の折り曲げ操作により、前記保持タブ
（２０）を前記カラー（１４）の前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°を超えて折
り曲げる工程
をさらに含む請求項１記載の供給方法。
【請求項３】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記第１の壁（
１６；１７）に対して垂直に移動する第１の折り曲げ装置（３３）により、前記保持タブ
（２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°折り曲げる工程をさらに含む請求
項１または２記載の供給方法。
【請求項４】
前記保持タブ（２０）を画定する貫通切り込みを形成するために、前記カラー（１４）を
切断する工程、および
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記保持タブ（
２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°折り曲げ、同時に、前記カラー（１
４）を切断する工程
をさらに含む請求項１または２記載の供給方法。
【請求項５】
前記カラー（１４）の切断が、一続きのストリップからの前記カラー（１４）の分離も行
う請求項４記載の供給方法。
【請求項６】
前記カラー（１４）が、前記保持タブ（２０）の形状を再現する固定のカウンターブレー
ド（４９）を通って移動する可動ブレード（４７）によって切断される請求項４または５
記載の供給方法。
【請求項７】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置した後に、前記第１の壁（
１６；１７）に対して平行に移動する第２の折り曲げ装置（４０）を用いて、前記保持タ
ブ（２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して折り曲げる工程をさらに含む請求項１
～６のいずれか１項に記載の供給方法。
【請求項８】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記保持タブ（
２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°を超えて折り曲げるために、前記第
１の壁（１６；１７）と平行な第１の方向に前記第２の折り曲げ装置（４０）を移動させ
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る工程、および
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置した後に、前記第１の壁（
１６；１７）に対して前記クーポン（１９）を把持することにより前記クーポン（１９）
を前記カラー（１４）に固定するために、前記第１の壁（１６；１７）と平行で前記第１
の方向とは反対の第２の方向に前記第２の折り曲げ装置（４０）を移動させる工程
をさらに含む請求項７記載の供給方法。
【請求項９】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置した後に、前記クーポン（
１４）を載せた前記カラー（１４）の移動により前記保持タブ（２０）と接触する第１の
固定の折り曲げスクリュー（４５）によって、前記保持タブ（２０）を前記第１の壁（１
６；１７）に対して折り曲げる工程をさらに含む請求項１～６のいずれか１項に記載の供
給方法。
【請求項１０】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記カラー（１
４）の移動により前記保持タブ（２０）と接触する第２の固定の折り曲げスクリュー（４
４）によって、前記保持タブ（２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°を超
えて折り曲げる工程をさらに含む請求項９記載の供給方法。
【請求項１１】
吸引把持ヘッド（３０）により前記カラー（１４）を持ち上げる工程、
支持面（３９）上に前記クーポン（１９）を配置する工程、および
前記クーポン（１９）が前記カラー（１４）の前記第１の壁（１６；１７）上に置かれる
ように、前記吸引把持ヘッド（３０）を用いて前記支持面（３９）から前記クーポン（１
９）を取り除く工程
をさらに含む請求項１～１０のいずれか１項に記載の供給方法。
【請求項１２】
前記支持面（３９）を降下した受け取り位置に移動させる工程、
前記支持面（３９）の上方に所定の距離だけ離して前記カラー（１９）を配置する工程、
および
前記クーポン（１９）と係合するために、前記降下した受け取り位置から、前記クーポン
（１９）が前記吸引把持ヘッド（３０）により持ち上げられる上昇した解放位置まで前記
支持面（３９）を垂直に持ち上げる工程
をさらに含む請求項１１記載の供給方法。
【請求項１３】
前記カラー（１９）を前記支持面（３９）の上方に位置付けるために、前記支持面（３９
）にコンベヤ（３６）のポケット（３８）を供給する工程をさらに含み、
前記ポケット（３８）および前記支持面（３９）は、前記支持面（３９）が前記降下した
受け取り位置から前記上昇した解放位置まで持ち上げられるときに、前記ポケット（３８
）が前記支持面（３９）を通って移動できるように設計されている請求項１２記載の供給
方法。
【請求項１４】
クーポン（１９）をカラー（１４）に取り付けるための供給ユニットであって、
該供給ユニット（２８）は、前記クーポン（１９）が前記カラー（１４）の第１の壁（１
６；１７）上に配置される結合ステーション（３５）を備え、
前記供給ユニット（２８）は、
前記クーポン（１９）が前記第１の壁（１６；１７）上に配置される前に、前記第１の壁
（１６；１７）に対して立ち上がった位置に前記カラー（１４）の保持タブ（２０）を折
り曲げる第１の折り曲げ装置（３３）、および
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置した後に、前記第１の壁（
１６；１７）に対して前記クーポン（１９）を把持することによって前記クーポン（１９
）を前記カラー（１４）に固定するために、前記保持タブ（２０）を前記カラー（１４）
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に向かって折り曲げる第２の折り曲げ装置（４０）
を備えることを特徴とする供給ユニット。
【請求項１５】
開放端（４）と、該開放端（４）をそれぞれ開閉する開放位置と閉鎖位置との間で、容器
（２）に対して回転するヒンジ（６）に沿って前記容器（２）にヒンジ取り付けされるカ
ップ状の蓋（５）とを有する容器（２）、
前記開放端（４）の外側に部分的に突出するカラー（１４）であって、前記容器（２）の
前壁（９）に接触して配置される前壁（１６）と、前記容器（２）の各側壁（１１）と接
触して配置され、前記カラーの前記前壁（１６）の両側に位置付けられ、各折り曲げ線（
１８）に沿って前記カラーの前記前壁（１６）に接続される２つの側壁（１７）とを備え
たカラー（１４）、および
前記カラー（１４）の前記前壁（１６）に接触して前記容器（２）の内部に配置されるク
ーポン（１９）
を備えたパッケージであって、
前記カラー（１４）は、貫通切り込みにより前記カラー（１４）に形成され、前記カラー
（１４）の前記前壁（１６）に対して前記クーポン（１９）を把持することによって前記
クーポン（１９）を前記カラー（１４）に固定する少なくとも１つの保持タブ（２０）を
備え、
前記パッケージ（１）が、
２つの分離した保持タブ（２０）は、前記カラーの側壁（１７）を前記カラーの前壁（１
６）に接続する前記折り曲げ線（１８）の近傍で、前記クーポン（１９）の両側に配置さ
れ、
各保持タブ（２０）が、前記折り曲げ線（１８）に対して最大で３０°傾斜している折り
目（２０ａ）の周りを回転することにより、前記カラー（１４）から離れて持ち上がるこ
とを特徴とするパッケージ。
【請求項１６】
各折り目（２０ａ）が、前記２つの折り曲げ線（１８）とは異なり、分離したものである
請求項１５記載のパッケージ。
【請求項１７】
各折り目（２０ａ）が、折り曲げ線（１８）の近傍に該折り曲げ線（１８）に並んで位置
付けられる請求項１６記載のパッケージ。
【請求項１８】
各保持タブ（２０）の１つの側部が前記カラー（１４）の前記前壁（１６）のエッジと一
致し、各保持タブ（２０）を画定する貫通切り込みがＬ字型である請求項１５～１７のい
ずれか１項に記載のパッケージ。
【請求項１９】
各保持タブ（２０）の下側が、前記カラー（１４）の前記前壁（１６）の下側エッジと一
致する請求項１８記載のパッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クーポンをカラーに取り付けるための供給方法および供給ユニット、ならび
にカラーおよびクーポンを備えるヒンジ式蓋を有するパッケージに関する。以下の記載に
おいては、簡潔さのため、そして限定されない例として単にシガレットの箱について言及
する。
【背景技術】
【０００２】
　シガレットのヒンジ式蓋を有する箱は、一束のシガレットを収容する内側パッケージと
、内側パッケージを収容し、ヒンジ式蓋を有し、タバコの湿度および香りを保つために熱
融着される透明なプラスティック（通常、ポリプロピレン）の上包みで包まれる硬質の容
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器とを含んでいる。
【０００３】
　シガレット箱によっては、広告や画像が印刷されたシート状（場合によっては折り曲げ
られている）のクーポンを含み、これは、通常は容器と透明なプラスティックの上包みと
の間に挿入され、箱を開封しなくても見ることができるか、もしくは、容器の前部の内側
、すなわち内側パッケージの前壁と容器の前壁との間に挿入される。
【０００４】
　クーポンを容器内に挿入するために、クーポンは内側パッケージの前壁に配置され、内
側パッケージおよびクーポンの周囲でブランクが折り曲げられ、容器を形成する。この方
法は広く用いられているが、大きな欠点がある。すなわち、クーポンが内側パッケージの
前壁に配置されるステーションと、内側パッケージおよびクーポンの周囲にブランクが折
り曲げられるステーションとの間で、内側パッケージが多数の他のステーションを通って
供給されるので、その途中で、クーポンが内側パッケージに対して滑ることを防ぐため、
すなわち、クーポンを内側パッケージ上の正しい位置に維持するために、措置が取られな
ければならない。かかる措置は、しかしながら、常に複雑であるため高額であり、また常
に効果的でもなく、不良品の箱の数は、取るに足りない数では決してないという結果を伴
っている。
【０００５】
　この問題に対して提案される１つの解決策は、熱（すなわち、素早く接着する）接着剤
のスポットを用いてクーポンを内側パッケージに固定することである。これはあまり一般
的ではないが、内側パッケージから取り除かれるときにクーポンの一部が破られるので、
クーポン（および内側パッケージ）の外観を損なう。
【０００６】
　この問題を解決するために、特許文献１は、まずクーポンを機械的に（すなわち、接着
剤を用いずに）カラーに接続し、その後カラーおよびクーポンを一緒に内側パッケージに
取り付けることを提案している。クーポンを機械的にカラーに接続するために、カラーの
前壁は、クーポンの対応する部分によって係合されるＶ字型の切り込みを有する。換言す
れば、このＶ字型の切り込みは、前壁に対してクーポンを係合および把持するために、前
壁からわずかに離れて持ち上げられる保持タブを形成する。切り込みは中央に位置付けら
れ上向きであるので、実質的には、クーポンをカラーに対して縦方向に固定することを提
供する。
【０００７】
　特許文献１で提案されている解決策は、内側パッケージおよびクーポンの周囲でブラン
クを折り曲げて容器を形成するときの、クーポンの滑りを防ぐという問題を少なくとも部
分的には解決しているが、十分に効果的にするには、クーポンに切り込みを必要とし、こ
こにカラー上の保持タブを挿入する。切り込みがクーポンの外観を損なうおそれがあると
いう事実（これは、クーポンの純粋な広告機能を前提とすると、明らかに重大な問題であ
るが）は別にしても、包装機上で、カラー上の保持タブをクーポンの切り込みに自動的に
挿入することは非常に困難である。
【０００８】
　さらに、特許文献１で提案されている解決策は、折り曲げられないクーポンにのみ適用
される（すなわち、サイズを小さくするために１回または２回以上折り曲げられる、比較
的大きなクーポンには適用されない）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】欧州特許第０６６５１７４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　本発明の目的は、上記の欠点を排除するように設計され、特に、安価で実施しやすい、
クーポンをカラーに取り付けるための供給方法および供給ユニット、ならびにカラーおよ
びクーポンを備えるヒンジ式蓋を有するパッケージを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明にしたがって、添付の請求項に記載されるような、クーポンをカラーに取り付け
るための供給方法および供給ユニット、ならびにカラーおよびクーポンを備えるヒンジ式
蓋を有するパッケージが提供される。
【００１２】
　本発明の非制限的な実施形態は、例示目的として、添付図面を参照して記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】閉鎖位置にある本発明によるシガレット箱の正面斜視図である。
【図２】開放位置にある図１のシガレット箱の正面斜視図である。
【図３】閉鎖位置にある図１のシガレット箱の後面斜視図である。
【図４】図１のシガレット箱のカラーの展開図である。
【図５】クーポンが取り付けられた図４のカラーを示す図である。
【図６】図４のカラーのデザインの変形例を示す図である。
【図７】図４のカラーのデザインの変形例を示す図である。
【図８】図４のカラーのデザインの変形例を示す図である。
【図９】図１のシガレット箱を製造する包装機の概略斜視図である。
【図１０】図９の包装機の一部を形成するカラー供給ユニットの斜視図である。
【図１１】図９の包装機の一部を形成するカラー供給ユニットの斜視図である。
【図１２】クーポンを図１のシガレット箱のカラーに取り付けるために図１０および１１
の供給ユニットによって実行される運転順序の概略図である。
【図１３】クーポンを図１のシガレット箱のカラーに取り付けるために図１０および１１
の供給ユニットによって実行される運転順序の概略図である。
【図１４】クーポンを図１のシガレット箱のカラーに取り付けるために図１０および１１
の供給ユニットによって実行される運転順序の概略図である。
【図１５】クーポンを図１のシガレット箱のカラーに取り付けるために図１０および１１
の供給ユニットによって実行される運転順序の概略図である。
【図１６】クーポンを図１のシガレット箱のカラーに取り付けるために図１０および１１
の供給ユニットによって実行される運転順序の概略図である。
【図１７】クーポンを図１のシガレット箱のカラーに取り付けるために図１０および１１
の供給ユニットによって実行される運転順序の概略図である。
【図１８】図１０および１１のカラー供給ユニットの異なる実施形態の斜視図である。
【図１９】明瞭さのために部品が取り除かれた、図１８の供給ユニットの多数の構成部品
の別の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１、２および３の参照符号１は、カップ状の板紙容器２、および容器２内に収容され
る内側パッケージ３を含む硬質のシガレット箱を、全体として表している。内側パッケー
ジ３は、平行六面体状のシガレット束を含み、切り取り式のカバー部分により閉鎖され、
内側パッケージ３の前壁の一部および上壁の一部にわたって広がる、上面および前面のシ
ガレット取り出し開口部を有する。
【００１５】
　容器２は、開放上端４、および開放上端４をそれぞれ開閉する開放位置（図２）と閉鎖
位置（図１および３）との間で容器２に対して回転するように、ヒンジ６に沿って容器２
にヒンジ付けされるカップ状の蓋５を有する。
【００１６】
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　蓋５が閉鎖位置にあるときには、容器２は直方体である平行六面体状であり、互いに対
して対向し、かつ平行な上壁７および下壁８、互いに対して対向し、かつ平行な前壁９お
よび後壁１０、ならびに壁９と１０との間に配置される２枚の平行な側壁１１を備えてい
る。４つの縦エッジ１２は、側壁１１と、前壁および後壁９、１０との間に画定され、８
つの横エッジ１３は、上壁および下壁７、８と、前壁、側壁および後壁９、１０、１１と
の間に画定される。
【００１７】
　図１～３の実施形態では、エッジ１２および１３は全て直線である。図示されていない
代替的な実施形態においては、いくつかのエッジ１２および１３が傾斜していてもよいし
、曲線的であってもよい。
【００１８】
　箱１は硬質（すなわち、板紙製）のカラー１４も含み、これはＵ字に折り曲げられ容器
２の内部に接続（接着）され、蓋５が閉鎖位置にあるときに蓋５の対応する内面と係合す
るように、開放上端４から部分的に突出している。好適な実施形態において、カラー１４
は２つの突出部１５を有し、これらは蓋５を閉鎖位置に保持するために、蓋５の側壁に干
渉するように横方向に突出する。カラー１４は、容器２の前壁９に接触して配置される前
壁１６と、前壁１６の両側に位置し、容器２の側壁１１と接触して配置される２枚の側壁
１７とを含んでいる。カラー１４の２枚の側壁１７は、カラー１４の前壁１６に対して９
０°折り曲げられ、２本の縦の折り曲げ線１８（図４に示す）に沿って前壁１６に接続さ
れる。
【００１９】
　箱１はさらに、カラー１４の前壁１６と内側パッケージ３の前壁との間で、容器２の内
部に挿入されるクーポン１９を含んでいるので、クーポン１９の片面はカラー１４の前壁
１６に接触し、クーポン１９の反対の面は内側パッケージ３の前壁に接触している。
【００２０】
　図４および５に示されるようにカラー１４は、カラー１４の前壁１６の両側に位置する
２つの保持タブ２０を含んでおり、これらはそれぞれ、カラー１４の前壁１６に対してク
ーポン１９を把持（grip）することによって、クーポン１９をカラー１４に固定する。換
言すれば、クーポン１９の端部は、各保持タブ２０とカラー１４の前壁１６との間に挿入
され、把持される。図５の詳細部により明白に示されるように、各保持タブ２０は、前壁
１６に対してクーポン１９を把持するために、カラー１４の前壁１６から部分的に離れて
持ち上げられている。言うまでもなく、各保持タブ２０は、内側パッケージ３の前壁方向
において（すなわち、容器２の内部に向かって）、カラー１４の前壁１６から部分的に離
れて持ち上げられており、これはカラー１４の前壁１６の反対側が容器２の前壁９に接着
されているからである。
【００２１】
　好適な実施形態において、各保持タブ２０は、各折り曲げ線１８の近傍に折り曲げ線に
並んで位置付けられる折り目２０ａの２つの端部から延びるＵ字型の貫通切り込みにより
形成される（すなわち、Ｕ字型の貫通切り込みの２つの端部は、折り目２０ａ上に「ある
（rest）」）。換言すれば、各保持タブ２０は矩形であって、一方の側ではＵ字型の貫通
切り込みに区切られ、他方の側では折り曲げ線１８とは分離した別の折り目２０ａに区切
られる。各折り目２０ａは、対応する折り曲げ線１８とは別の分離したものでなければな
らず、これはカラー１４の材料（板紙）は、折り曲げ線１８に沿って弱くなっており、そ
れによりあまり弾力性がなくなるからである。一方、各折り目２０ａに沿っては、カラー
１４の材料（板紙）は、保持タブ２０がクーポン１９をしっかりと把持するのに十分な弾
力性を保たなければならない。
【００２２】
　図示されていない、代替的な、全く同等の実施形態において、各保持タブ２０は１つま
たは２つ以上のＶ字型の貫通切り込みにより形成される（ゆえに、三角形である）。
【００２３】
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　図４および５の実施形態において、各保持タブ２０は、対応する折り目２０ａから前壁
１６の内側に延びるＵ字型の貫通切り込みによって、前壁１６に形成される。一方で、図
６と同等の実施形態において、各保持タブ２０は、対応する折り目２０ａから側壁１７の
内部側に延びるＵ字型の貫通切り込みによって、側壁１７に形成されるが、前壁１６に対
してクーポン１９を把持するために、折り目２０ａ周りに前壁１６へと１８０°折り曲げ
られなければならない。
【００２４】
　図７の実施形態において、各保持タブ２０の下側は、カラー１４の前壁１６の下側エッ
ジと一致し、同等の実施形態においては、各保持タブ２０の上側が、カラー１４の前壁１
６の上側エッジと一致するが、両方の場合において各貫通切り込みはＬ字型である。
【００２５】
　図４～７の実施形態において、２本の折り目２０ａは互いに対して平行であって、折り
曲げ線１８とも平行である。図８の実施形態において、２本の折り目２０ａは互いに対し
て傾斜しており、折り曲げ線１８に対しても傾斜している。より詳細には、それらはカラ
ー１４の上部に向かって近づき、カラー１４の底部に向かって離れている（すなわち、延
ばしていくと、２本の折り目２０ａは、カラー１４の上で交差する）。図８の実施形態に
おいて、各保持タブ２０は矩形の台形形状である。
【００２６】
　各折り目２０ａは、各折り曲げ線１８に対してわずかに傾斜しており、３０°未満、通
常は１０～１５°傾斜する。
【００２７】
　保持タブ２０は、詳細に記載または図示されていない他の形状（例えば、半円形、半楕
円形、五角形、六角形など）であってもよいということを記しておくことが重要である。
【００２８】
　図面に示される実施形態は、カラー１４の前壁１６上に置かれる１つのクーポン１９を
有する。図示されていない別の実施形態は、カラー１４の側壁１７に置かれる１つのクー
ポン１９、またはカラー１４の２つの側壁１７に位置を占める２つのクーポン１９を有す
る。
【００２９】
　図９は、上述し、図１～３に示した種類のシガレット箱１を製造する、ジ・ディ・ソシ
エタ・ペル・アチオニ製のモデルＸ２、Ｘ３またはＸ６のシガレット包装機２１の一部を
示す。
【００３０】
　包装機２１は、シガレット束２３を形成する束形成ユニット２２、内側パッケージ３を
形成するための、箔包装材料のシート２５にシガレット束２３を包装する包装ユニット２
４、および、クーポン１９が取り付けられたカラー１４とブランク２７とを内側パッケー
ジ３の周りに折り曲げることにより、外側容器２を形成する包装ユニット２６を含んでい
る。クーポン１９が取り付けられたカラー１４は、図９に概略的に示される供給ユニット
２８によって包装ユニット２６に供給される。
【００３１】
　図１０および１１（供給ユニット２８の一部を示す）に示されるように、供給ユニット
２８は、回転中心軸（図示せず）の周りで回転し、多数の吸引把持ヘッド３０が取り付け
られた移送ホイール２９を含み、吸引把持ヘッド３０はそれぞれ、カラー１４を保持する
ための吸引装置３１（２つの隣り合う吸引部材を備えている）と、対応するクーポン１９
を保持するための吸引装置３２（１つの吸引部材を備えている）とを備えている。言うま
でもなく、吸引装置３１および３２の吸引部材の数および位置は、特定のカラー１４およ
び／またはクーポン１９に適合させるために変更されてもよい。各吸引装置３１は折り曲
げ装置３３を有し、これは吸引装置３１により運ばれるカラー１４の保持タブ２０に位置
付けられる２つの端部を有するフォーク型の折り曲げ器３４を含んでいる。各折り曲げ器
３４は、２つの保持タブ２０をカラー１４上で９０°折るために、折り曲げ器３４の２つ
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の端部が装置３１により運ばれるカラー１４に対して後退した（すなわち、所定の距離だ
けカラー１４から後退した）後退位置（図１０の右側の吸引装置３１、および図１１の吸
引装置３１に示す）と、折り曲げ器３４の２つの端部が吸引装置３１により運ばれるカラ
ー１４を通して挿入されている引出位置（図１０の左側の吸引装置３１に示す）との間で
、カム作動システムにより放射方向に移動可能である。
【００３２】
　移送ホイール２９の回転は、吸引把持ヘッド３０がカラー供給ユニットからカラー１４
を持ち上げるピックアップステーション（図１９）、吸引把持ヘッド３０が先に持ち上げ
られているカラー１４に取り付けられるクーポン１９を持ち上げる結合ステーション３５
（図１０および１１）、および吸引把持ヘッド３０がクーポン１９が取り付けられたカラ
ー１４を包装ユニット２６へ解放する解放ステーション（図示せず）を通して、各吸引把
持ヘッド３０を周期的に供給する。
【００３３】
　供給ユニット２８は、結合ステーション３５に連続的にクーポン１９を供給するベルト
コンベヤ３６を含み、またそれぞれが各クーポン１９を収容する多数のポケット３８が取
り付けられたベルト３７も備えている。
【００３４】
　結合ステーション３５は支持面３９を含み、コンベヤ３６は、後続の移送ホイール２９
上の吸引把持ヘッド３０による持ち上げのために、その上にクーポン１９を連続して置く
。支持面３９は、コンベヤ３６上のポケット３８が、支持面３９の上方で、支持面３９か
ら所定の距離だけ離してクーポン１９を配置する、降下した受け取り位置（図１０）と、
支持面３９がポケット３８からクーポン１９を取り除き、移送ホイール２９の吸引把持ヘ
ッド３０による持ち上げのための位置にクーポン１９を移動させる、上昇した解放位置（
図１１）との間で、鉛直方向に（移送ホイール２９の回転軸に対して垂直に）移動可能で
ある。より詳細には、支持面３９が降下した受け取り位置（図１０）にあるときには、コ
ンベヤ３６のポケット３８が、クーポン１９を支持面３９の上方に配置し、これが上昇し
た解放位置（図１１）へと鉛直上方に移動するにつれて、支持面３９はクーポン１９を捕
らえ、コンベヤ３６のポケット３８から鉛直方向に取り除く。言うまでもなく、コンベヤ
３６のポケット３８および支持面３９は、これが降下した受け取り位置（図１０）から上
昇した解放位置（図１１）へと上に移動するときに、支持面３９を通ってポケット３８を
移動させることができるように設計されている。
【００３５】
　最後に、結合ステーション３５は、互いに向かってまたは互いから周期的に動かされ、
好適な実施形態においては、互いに平行であって移送ホイール２９の回転軸と交差する各
回転軸の周りで回転される２つの折り曲げ部材４１を備えた折り曲げ装置４０を有してい
る。支持面３９は、貫通開口４２を有し、この貫通開口４２を通して一方の折り曲げ部材
４１が移動するが、もう一方の折り曲げ部材４１は支持面３９の側方に位置付けられてい
る。このようにして、支持面３９は、機械的干渉なしに、折り曲げ部材４１に対して垂直
方向に自由に移動する。明らかに、各折り曲げ装置３３は、対応する把持ヘッド３０と一
体となって共に移動し、折り曲げ装置４０は把持ヘッド３０とは分離し独立しており、結
合ステーション３５に位置付けられている。
【００３６】
　ここでクーポン１９をカラー１４に接続するための供給ユニット２８の動作を、特に図
１２～１７に示されるシーケンスを参照して記載する。
【００３７】
　まず、図１２に示されるように、カラー１４は、移送ホイール２９上の吸引把持ヘッド
３０によって、結合ステーション３５に供給される。
【００３８】
　図１３に示されるように、カラー１４が結合ステーション３５に到達する前に、吸引把
持ヘッド３０上の折り曲げ装置３３は、折り曲げ器３４の２つの端部を、カラー１４を通
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して挿入し、２つの保持タブ２０をカラー１４上で９０°折り曲げるために、後退位置か
ら引出位置へと移動する（このステップは、図１０の左側の把持ヘッド３０にも示されて
いる）。その後、クーポン１９がカラー１４の前壁１６上に配置される前に、折り曲げ装
置３３は各保持タブ２０を、前壁１６から離れた立ち上がり位置へと折り曲げる。
【００３９】
　図１４に示されるように、カラー１４が結合ステーション３５に到達すると、吸引把持
ヘッド３０上の折り曲げ装置３３は、保持タブ２０を外すために、引出位置から後退位置
へと戻る。この時までに、支持面３９は、上に詳細に記載したように、降下した受け取り
位置（図１０）から上昇した解放位置（図１１）に移動しており、コンベヤ３６のポケッ
ト３８からクーポン１９を垂直方向に取り除いている。
【００４０】
　図１４および１５に示されるように、結合ステーション３５では、カラー１４の前壁１
６に対して保持タブ２０を９０°を超えて折り曲げＶ字型の「ファンネル（funnel）」に
し、これによりクーポン１９をカラー１４の前壁１６に連続的に供給するために、折り曲
げ装置４０の２つの折り曲げ部材４１が、保持タブ２０の内側の位置（図１４）から保持
タブ２０の外側の位置（図１５）へと水平方向に移動する。換言すれば、各保持タブ２０
は、前壁１６に対して垂直方向に移動する折り曲げ装置３３によって行われる第１の折り
曲げ操作により、カラー１４の前壁１６に対して９０°折り曲げられ、その後、前壁１６
に対して水平方向に移動する折り曲げ装置４０によって行われる、第１の操作の後であり
、第１の操作とは別の第２の折り曲げ操作により、カラー１４の前壁１６に対して９０°
を超えて折り曲げられる。
【００４１】
　図１６に示されるように、支持面３９が把持ヘッド３０に可能な限り近いときに、クー
ポン１９は、カラー１４の前壁１６上の２つの保持タブ２０の間に挿入され、把持ヘッド
３０の吸引装置３２により係合される（図１１の把持ヘッド３０により示されるように）
。
【００４２】
　クーポン１９がカラー１４の前壁１６上に置かれると、図１６および１７に示されるよ
うに、保持タブ２０をカラー１４に向けて折り曲げ、前壁１６に対してクーポン１９を把
持することによりクーポン１９をカラー１４に固定するために、折り曲げ装置４０の２つ
の折り曲げ部材４１が、保持タブ２０の外側の位置（図１６）から保持タブ２０の内側の
位置（図１７）へと移動する。換言すれば、クーポン１９がカラー１４の前壁１６上に置
かれると、前壁１６に対してクーポン１９を把持することによりクーポン１９をカラー１
４に固定するために、折り曲げ装置４０は各保持タブ２０をカラー１４に向かって折り曲
げる。
【００４３】
　クーポン１９はゆえにカラー１４に取り付けられるので、把持ヘッド３０は結合ステー
ション３５を離れ、吸引把持ヘッド３０が、クーポン１９が取り付けられたカラー１４を
包装ユニット２６に解放する解放ステーション（図示せず）へと移動する（図１０の右側
の把持ヘッド３０により示されるように）。
【００４４】
　図１８の変形例において、供給ユニット２８は、折り曲げ装置３３を有さず（すなわち
、移送ホイール２９上の各吸引装置３１が折り曲げ装置３３を有していない）、折り曲げ
装置４０も有していない。
【００４５】
　この実施形態において、各カラー１４上の２つの保持タブ２０は、吸引把持ヘッド３０
がカラー供給ユニットからカラー１４を持ち上げるピックアップステーション（図１９）
で、折り曲げ器４３によりカラー１４の前壁１６に対して９０°折り曲げられる。換言す
れば、この実施形態において、固定位置でピックアップステーションにあり移送ホイール
２９から離れている折り曲げ器４３は、カラー１４の前壁１６に対して各カラー１４の２
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つの保持タブ２０を９０°折り曲げる。
【００４６】
　この実施形態は、ピックアップステーションと結合ステーション３５との間で吸引把持
ヘッド３０が通る経路の両側に、２つの固定された折り曲げスクリュー４４を有する。各
折り曲げスクリュー４４は、固定位置に取り付けられ、また、対応する把持ヘッド３０が
通過すると、クーポン１９がカラー１４の前壁１６に置かれる前に、カラー１４の前壁１
６に対して９０°を超えて保持タブ２０を折り曲げるために各保持タブ２０を係合すると
いう折り曲げプロファイルを有するので、保持タブ２０は開いてＶ字型の「ファンネル（
funnel）」となり、これによりクーポン１９をカラー１４の前壁１６に連続的に挿入する
。
【００４７】
　この実施形態はまた、結合ステーション３５と解放ステーション（図示せず）との間で
吸引把持ヘッド３０が通る経路の両側に、２つの固定された折り曲げスクリュー４５（図
１８でのみ示す）も有する。各折り曲げスクリュー４５は、固定位置に取り付けられ、ま
た、対応する把持ヘッド３０が通過すると、クーポン１９がカラー１４の前壁１６に置か
れた後に、カラー１４に向かって保持タブ２０を折り曲げ、前壁１６に対してクーポン１
９を把持することによってクーポン１９をカラー１４に固定するために各保持タブ２０を
係合するという折り曲げプロファイルを有する。
【００４８】
　換言すれば、各保持タブ２０は、折り曲げ装置４３により行われる第１の折り曲げ操作
によって、カラー１４の前壁１６に対して９０°折り曲げられ、その後、折り曲げスクリ
ュー４４によって行われる、第１の操作に続くがこれとは分離した第２の折り曲げ操作に
より、カラー１４の前壁１６に対して９０°を超えて折り曲げられる。
【００４９】
　図１８の供給ユニット２８を用いる場合、折り曲げスクリュー４４および４５による固
定タブ２０の折り曲げを容易にするために、折り目２０ａは、図８の実施形態に示される
ように、互いに対して傾斜し、折り曲げ線１８に対しても傾斜することが好ましい。
【００５０】
　図示されていない代替的な実施形態において、供給ユニット２８は、図１０および１１
の実施形態の部品、ならびに図１８の実施形態の部品を含んでいてもよい。例えば、供給
ユニット２８は折り曲げ装置３３（図１０および１１の実施形態）および折り曲げスクリ
ュー４４および４５（図１８の実施形態）を含んでいてもよく、ピックアップステーショ
ンでの折り曲げ器４３（図１８の実施形態）および折り曲げ装置４０（図１０および１１
の実施形態）を含んでいてもよい。
【００５１】
　図１９に示される好適な（非制限的な）実施形態において、ピックアップステーション
の切断装置４６は、リールから巻き出された一続きのストリップからカラー１４を連続的
に切り離し、これは前後に回転する可動ブレード４７と、可動ブレード４７と協働してス
トリップを切断する固定のカウンターブレード４８とを含んでいる。より詳細には、可動
ブレード４７は、ストリップが可動ブレード４７とカウンターブレード４８との間の隙間
を通して供給される後退位置（図１９）から、可動ブレード４７が切断されたカラー１４
を吸引把持ヘッド３０の吸引装置３１に置く前進位置（図示せず）まで、周期的に移動す
る。
【００５２】
　切断装置４６はまた、２つの固定のカウンターブレード４９を含み、これらはカラー１
４に保持タブ２０を画定する切込みを形成するために可動ブレード４７と協働する。すな
わち、保持タブ２０を画定する切込みを形成するために、可動ブレード４７は各カウンタ
ーブレード４９を通って移動し、これは保持タブ２０の形状を再現する。換言すれば、後
退位置（図１９）から前進位置（図示せず）への可動ブレード４７の回転は、可動ブレー
ド４７と協働する固定のカウンターブレード４８によって生み出される切断動作により、
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一続きのストリップからカラー１４を切断するだけでなく、可動ブレード４７と協働する
固定のカウンターブレード４９によって生み出される切断動作により、保持タブ２０を画
定する２つの切り込みをカラー１４中に形成する。言うまでもなく、可動ブレード４７は
２つの貫通開口を有しており、これらは固定のカウンターブレード４９に配置され、固定
のカウンターブレード４９の形状をネガティブに再現し、固定のカウンターブレード４９
を、可動ブレード４７を通り抜けさせる。
【００５３】
　保持タブ２０を形成するためにカラー１４を切断することに加えて、固定のカウンター
ブレード４９は、カラー１４の前壁１６に対して、保持タブ２０を同時に９０°折り曲げ
ることも提供する。換言すれば、１つの簡単な特徴（固定のカウンターブレード４９）が
、保持タブ２０の形成のためにカラー１４を切断することと、カラー１４の前壁１６に対
して保持タブ２０を９０°折り曲げることという２つの異なる操作の実行を提供する。
【００５４】
　固定のカウンターブレード４９はカラー１４の前壁１６の中央部に切り込みを形成でき
ないので、上述のような、２つの固定のカウンターブレード４９を備える切断装置４６は
、保持タブ２０の一方の側がカラー１４の前壁１６のエッジと一致する、図７に示される
種類のカラー１４のみの製造がされることに注意することが重要である。
【００５５】
　記載されるシガレット箱１のデザインはまた、シガレットのカートンなどの他の種類の
パッケージにも適用され、これは、内側パッケージ３と対照的に、一束のシガレット箱を
含むという点でのみシガレット箱１と異なる。
【００５６】
　記載されるシガレット箱１は、多数の利点を有する。
【００５７】
　特に、記載されるシガレット箱１において、クーポン１９は、保持タブ２０によってカ
ラー１４上に固定される。これは、正しい位置でカラー１４に取り付けられると、カラー
１４に対するクーポン１９のあらゆる滑りが防がれ、記載されるシガレット箱１が、クー
ポン１９を正しい位置に維持するために必要な特別な手段なしに、標準の包装機で製造さ
れ得るということを意味する。
【００５８】
　２つの保持タブ２０は、クーポン１９をカラー１４に対して横方向に固定することを提
供し、すなわち、カラー１４に対して、クーポン１９を縦方向に（すなわち、折り曲げ線
１８と平行に）は移動させるが、横方向に（すなわち、折り曲げ線と垂直に）は移動させ
ない。シガレット箱１が開封されると、あらゆる横方向の動作がすぐに気づかれるという
点で、クーポン１９がカラー１４に対して横方向に移動することを防ぐことは不可欠であ
る。一方で、シガレット箱１からのクーポン１９の抜き取り方向で生じる、カラー１４に
対するクーポン１９の制限された量の縦方向の動作は、実質的に気づかれなくなる。
【００５９】
　２つの保持タブ２０は、シガレットが箱１から１つずつ抜き取られる間、クーポン１９
をカラー１４の前壁１６に固定することも提供する。換言すれば、消費者はクーポン１９
を取り除く前に箱１が空になるまで待つ場合さえあり、クーポンがシガレットの抜き取り
の途中に干渉することはない。
【００６０】
　クーポン１９はカラー１４に機械的にしっかりと、すなわち接着剤を用いずに固定され
る。
【００６１】
　保持タブ２０はシガレット箱１の外側から見えないので、ユーザの視界から見えない。
【００６２】
　記載される供給ユニット２８も、安価で製造しやすく、カラー１４にクーポン１９を固
定するために、保持タブ２０をクーポン１９上に効果的に折り曲げることを提供するとい
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【手続補正書】
【提出日】平成25年5月27日(2013.5.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
クーポン（１９）をカラー（１４）に取り付けるための供給方法であって、該供給方法が
、
前記カラー（１４）の第１の壁（１６；１７）上に前記クーポン（１９）を配置する工程
、および
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記カラー（１
４）の少なくとも１つの保持タブ（２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して立ち上
がった位置に折り曲げる工程
を含み、前記供給方法が、
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、第１の折り曲げ
操作を用いて、前記保持タブ（２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°折り
曲げる工程、
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記第１の折り
曲げ操作に続き、第１の折り曲げ操作とは別の第２の折り曲げ操作により、前記保持タブ
（２０）を前記カラー（１４）の前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°を超えて折
り曲げる工程、および
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置した後に、前記第１の壁（
１６；１７）に対して前記クーポン（１９）を把持することによって、前記クーポン（１
９）を前記カラー（１４）に固定するために、前記保持タブ（２０）を前記カラー（１４
）に向かって折り曲げる工程
をさらに備えることを特徴とする供給方法。
【請求項２】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記第１の壁（
１６；１７）に対して垂直に移動する第１の折り曲げ装置（３３）により、前記保持タブ
（２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°折り曲げる工程をさらに含む請求
項１記載の供給方法。
【請求項３】
前記保持タブ（２０）を画定する貫通切り込みを形成するために、前記カラー（１４）を
切断する工程、および
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記保持タブ（
２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°折り曲げ、同時に、前記カラー（１
４）を切断する工程
をさらに含む請求項１記載の供給方法。
【請求項４】
前記カラー（１４）の切断が、一続きのストリップからの前記カラー（１４）の分離も行
う請求項３記載の供給方法。
【請求項５】
前記カラー（１４）が、前記保持タブ（２０）の形状を再現する固定のカウンターブレー
ド（４９）を通って移動する可動ブレード（４７）によって切断される請求項３または４
記載の供給方法。
【請求項６】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置した後に、前記第１の壁（
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１６；１７）に対して平行に移動する第２の折り曲げ装置（４０）を用いて、前記保持タ
ブ（２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して折り曲げる工程をさらに含む請求項１
～５のいずれか１項に記載の供給方法。
【請求項７】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記保持タブ（
２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°を超えて折り曲げるために、前記第
１の壁（１６；１７）と平行な第１の方向に前記第２の折り曲げ装置（４０）を移動させ
る工程、および
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置した後に、前記第１の壁（
１６；１７）に対して前記クーポン（１９）を把持することにより前記クーポン（１９）
を前記カラー（１４）に固定するために、前記第１の壁（１６；１７）と平行で前記第１
の方向とは反対の第２の方向に前記第２の折り曲げ装置（４０）を移動させる工程
をさらに含む請求項６記載の供給方法。
【請求項８】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置した後に、前記クーポン（
１９）を載せた前記カラー（１４）の移動により前記保持タブ（２０）と接触する第１の
固定の折り曲げスクリュー（４５）によって、前記保持タブ（２０）を前記第１の壁（１
６；１７）に対して折り曲げる工程をさらに含む請求項１～５のいずれか１項に記載の供
給方法。
【請求項９】
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置する前に、前記カラー（１
４）の移動により前記保持タブ（２０）と接触する第２の固定の折り曲げスクリュー（４
４）によって、前記保持タブ（２０）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°を超
えて折り曲げる工程をさらに含む請求項８記載の供給方法。
【請求項１０】
吸引把持ヘッド（３０）により前記カラー（１４）を持ち上げる工程、
支持面（３９）上に前記クーポン（１９）を配置する工程、および
前記クーポン（１９）が前記カラー（１４）の前記第１の壁（１６；１７）上に置かれる
ように、前記吸引把持ヘッド（３０）を用いて前記支持面（３９）から前記クーポン（１
９）を取り除く工程
をさらに含む請求項１～９のいずれか１項に記載の供給方法。
【請求項１１】
前記支持面（３９）を降下した受け取り位置に移動させる工程、
前記支持面（３９）の上方に所定の距離だけ離して前記カラー（１４）を配置する工程、
および
前記クーポン（１９）と係合するために、前記降下した受け取り位置から、前記クーポン
（１９）が前記吸引把持ヘッド（３０）により持ち上げられる上昇した解放位置まで前記
支持面（３９）を垂直に持ち上げる工程
をさらに含む請求項１０記載の供給方法。
【請求項１２】
前記カラー（１４）を前記支持面（３９）の上方に位置付けるために、前記支持面（３９
）にコンベヤ（３６）のポケット（３８）を供給する工程をさらに含み、
前記ポケット（３８）および前記支持面（３９）は、前記支持面（３９）が前記降下した
受け取り位置から前記上昇した解放位置まで持ち上げられるときに、前記ポケット（３８
）が前記支持面（３９）を通って移動できるように設計されている請求項１１記載の供給
方法。
【請求項１３】
クーポン（１９）をカラー（１４）に取り付けるための供給ユニットであって、
該供給ユニット（２８）は、前記クーポン（１９）が前記カラー（１４）の第１の壁（１
６；１７）上に配置される結合ステーション（３５）、および
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前記クーポン（１９）が前記第１の壁（１６；１７）上に配置される前に、前記第１の壁
（１６；１７）に対して立ち上がった位置に前記カラー（１４）の保持タブ（２０）を折
り曲げる第１の折り曲げ装置（３３）
を備え、前記供給ユニット（２８）は、
前記第１の折り曲げ装置（３３）が、前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７
）上に配置する前に、第１の折り曲げ操作を実行することによって、前記保持タブ（２０
）を前記第１の壁（１６；１７）に対して９０°折り曲げ、
第２の折り曲げ装置（４０）が、前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上
に配置する前に、前記第１の折り曲げ操作に続き、第１の折り曲げ操作とは別の第２の折
り曲げ操作を実行することによって、前記保持タブ（２０）を前記カラー（１４）の前記
第１の壁（１６；１７）に対して９０°を超えて折り曲げ、さらに
前記クーポン（１９）を前記第１の壁（１６；１７）上に配置した後に、前記第１の壁（
１６；１７）に対して前記クーポン（１９）を把持することによって前記クーポン（１９
）を前記カラー（１４）に固定するために、前記保持タブ（２０）を前記カラー（１４）
に向かって折り曲げる第３の折り曲げ装置（４０）
を備えることを特徴とする供給ユニット。
【請求項１４】
開放端（４）と、該開放端（４）をそれぞれ開閉する開放位置と閉鎖位置との間で、容器
（２）に対して回転するヒンジ（６）に沿って前記容器（２）にヒンジ取り付けされるカ
ップ状の蓋（５）とを有する容器（２）、
前記開放端（４）の外側に部分的に突出するカラー（１４）であって、前記容器（２）の
前壁（９）に接触して配置される前壁（１６）と、前記容器（２）の各側壁（１１）と接
触して配置され、前記カラーの前記前壁（１６）の両側に位置付けられ、各折り曲げ線（
１８）に沿って前記カラーの前記前壁（１６）に接続される２つの側壁（１７）とを備え
たカラー（１４）、および
前記カラー（１４）の前記前壁（１６）に接触して前記容器（２）の内部に配置されるク
ーポン（１９）
を備えたパッケージであって、
前記カラー（１４）は、貫通切り込みにより前記カラー（１４）に形成され、前記カラー
（１４）の前記前壁（１６）に対して前記クーポン（１９）を把持することによって前記
クーポン（１９）を前記カラー（１４）に固定する少なくとも１つの保持タブ（２０）を
備え、
前記パッケージ（１）が、
２つの分離した保持タブ（２０）は、前記カラーの側壁（１７）を前記カラーの前壁（１
６）に接続する前記折り曲げ線（１８）の近傍で、前記クーポン（１９）の両側に配置さ
れ、
各保持タブ（２０）が、前記折り曲げ線（１８）に対して最大で３０°傾斜している折り
目（２０ａ）の周りを回転することにより、前記カラー（１４）から離れて持ち上がるこ
とを特徴とするパッケージ。
【請求項１５】
各折り目（２０ａ）が、前記２つの折り曲げ線（１８）とは異なり、分離したものである
請求項１４記載のパッケージ。
【請求項１６】
各折り目（２０ａ）が、折り曲げ線（１８）の近傍に該折り曲げ線（１８）に並んで位置
付けられる請求項１５記載のパッケージ。
【請求項１７】
各保持タブ（２０）の１つの側部が前記カラー（１４）の前記前壁（１６）のエッジと一
致し、各保持タブ（２０）を画定する貫通切り込みがＬ字型である請求項１４～１６のい
ずれか１項に記載のパッケージ。
【請求項１８】
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各保持タブ（２０）の下側が、前記カラー（１４）の前記前壁（１６）の下側エッジと一
致する請求項１７記載のパッケージ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　さらに、特許文献１で提案されている解決策は、折り曲げられないクーポンにのみ適用
される（すなわち、サイズを小さくするために１回または２回以上折り曲げられる、比較
的大きなクーポンには適用されない）。特許文献２は、硬質のヒンジ式蓋を有する箱を製
造するために、包装機の包装ラインにカラー・クーポンアセンブリを供給する方法および
装置を開示しており、これによりカラーおよび各クーポンは、接合ステーションまで各経
路に沿って移動するときには、切断することによって、それぞれポケットを備え、また接
合ステーションから下方向に延びる共通の経路を移動するときには、カラーおよびクーポ
ンを実質的に一体とする接合ステーションで各ポケットの内部に少なくとも部分的に挿入
される付属体を備える。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
【特許文献１】欧州特許第０６６５１７４号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第０６９１２６７号明細書
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